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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】放熱熱交換器において貯湯タンクの湯水と熱媒
との間で、実質的に熱交換できない場合には、循環ポン
プの駆動を禁止することで、集熱循環回路への熱媒の充
填を禁止した太陽熱温水装置を提供する。
【解決手段】集熱パネル2と、貯湯タンク3と、集熱パネ
ル2と貯湯タンク3とに亙って熱媒を循環させる集熱循環
回路4とを備えた太陽熱温水装置1であって、前記集熱循
環回路4に、熱媒を循環させるための循環ポンプ7と、膨
張した熱媒の圧力を調整するためのアキュームタンク5
と、熱媒と貯湯タンク3の湯水との間で熱交換するため
の放熱熱交換器10とを備えた太陽熱温水装置1において
、集熱循環回路4に熱媒を充填する際、放熱熱交換器10
において熱交換ができない場合に循環ポンプ7の駆動を
禁止する制御手段11を設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集熱パネルと、貯湯タンクと、前記集熱パネルと貯湯タンクとに亙って熱媒を循環させ
る集熱循環回路とを備えた太陽熱温水装置であって、前記集熱循環回路に、熱媒を循環さ
せるための循環ポンプと、熱媒の圧力を調整するためのアキュームタンクと、熱媒と貯湯
タンクの湯水との間で熱交換するための放熱熱交換器とを備えた太陽熱温水装置において
、
　前記放熱熱交換器において熱交換ができない場合に前記循環ポンプの駆動を禁止する制
御手段を設けたことを特徴とする太陽熱温水装置。
【請求項２】
　前記放熱熱交換器において熱交換ができない場合とは、貯湯タンク内の保有水量が所定
量以下、貯湯タンク内の湯温が所定温度以上、タンク側循環ポンプが駆動不能、の内の少
なくとも１つの条件が成立した場合であることを特徴とする請求項１に記載の太陽熱温水
装置。
【請求項３】
　前記制御手段による前記循環ポンプの駆動禁止は、試運転時で且つ集熱パネル面積が設
定面積以上で且つ外気温度が設定温度以上である場合に有効とされることを特徴とする請
求項１又は２に記載の太陽熱温水装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽熱を利用する太陽熱温水装置に関し、特にアキュームタンクに熱媒を手
動にて充填するものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽熱温水装置は、太陽熱を集める集熱パネルと、この集熱パネルが集めた熱を
用いて暖めた湯水を貯留する貯湯タンクと、集熱パネルと貯湯タンク側放熱熱交換器とに
亙って熱媒（不凍液）を循環させる集熱循環回路とを備えている。
　前記の集熱循環回路は、通常、熱媒を循環させる循環ポンプと、膨張した熱媒の圧力を
調整するためのアキュームタンクと、熱媒と貯湯タンクの湯水との間で熱交換する放熱熱
交換器を備えている。前記放熱熱交換器として、貯湯タンク内に配設した熱交換器を採用
する場合と、貯湯タンクの外部に外部熱交換器を配置し、この外部熱交換器にタンク側循
環ポンプにより貯湯タンクの湯水を循環させる場合がある。
【０００３】
　特許文献１の太陽熱給湯装置は、太陽電池パネルを組み込んだ集熱パネルと、温水を貯
留する貯湯タンクと、集熱パネルで集熱した熱媒を循環させる熱媒循環管路と、ガスによ
り湯水を加熱する補助熱源機とを備えている。熱媒循環管路には、熱媒の充填及び熱媒の
圧力調整用のシスターンと、熱媒を循環させる循環ポンプと、貯湯タンク内に配設した放
熱熱交換器とが接続されている。試運転時に集熱パネルの集熱能力が低い場合や、貯湯タ
ンクの湯水を加熱する必要のある場合に、補助熱源機で加熱した湯水で熱媒を加熱するた
め、熱媒循環管路に集熱パネルをバイパスするバイパス路と、このバイパス路に併設した
液液熱交換器と、この液液熱交換器に補助熱源機で加熱した湯水を循環させる加熱用循環
管路などが設けられている。
【０００４】
　前記シスターンには、その内部の熱媒のレベルを検出する低水位スイッチと高水位スイ
ッチとが設けられている。シスターンから集熱循環管路と集熱パネルと熱交換器に熱媒を
充填する際、低水位スイッチと高水位スイッチの検出信号と前者の検出信号の検出から後
者の検出信号の検出までの経過時間に基づいて、熱媒の適正な充填状態を判定するように
している。



(3) JP 2014-190555 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１４９６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の太陽熱温水装置の設置後に集熱パネルや集熱循環回路に熱媒を充填する場合、通
常は貯湯タンクに水張りした状態で、手動にてアキュームタンクやシスターンへ熱媒を注
入することで充填する。この熱媒の充填の際、夏季など外気温が高く、集熱パネルが高温
の状態になっているときに熱媒を充填すると、集熱パネル内で沸騰した熱媒がアキューム
タンクから噴出することがあるため安全上好ましくない。特に、何らかの手違いにより貯
湯タンクが空の状態又は湯水のレベルが低い場合、又は、貯湯タンクの湯水の温度が高く
冷却能力が低い場合、集熱パネルの面積が大きい場合などには、上記の問題が発生する。
【０００７】
　本発明の目的は、放熱熱交換器において貯湯タンクの湯水と熱媒との間で実質的に熱交
換できない場合には循環ポンプの駆動を禁止することで集熱循環回路への熱媒の充填を禁
止するようにした太陽熱温水装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の太陽熱温水装置は、集熱パネルと、貯湯タンクと、前記集熱パネルと貯湯タ
ンクとに亙って熱媒を循環させる集熱循環回路とを備えた太陽熱温水装置であって、前記
集熱循環回路に、熱媒を循環させるための循環ポンプと、熱媒の圧力を調整するためのア
キュームタンクと、熱媒と貯湯タンクの湯水との間で熱交換するための放熱熱交換器とを
備えた太陽熱温水装置において、前記放熱熱交換器において熱交換ができない場合に前記
循環ポンプの駆動を禁止する制御手段を設けたことを特徴としている。
【０００９】
　請求項２の太陽熱温水装置は、請求項１の発明において、前記放熱熱交換器において熱
交換ができない場合とは、貯湯タンク内の保有水量が所定量以下、貯湯タンク内の湯温が
所定温度以上、タンク側循環ポンプが駆動不能、の内の少なくとも１つの条件が成立した
場合であることを特徴としている。
【００１０】
　請求項３の太陽熱温水装置は、請求項１又は２の発明において、前記制御手段による前
記循環ポンプの駆動禁止は、試運転時で且つ集熱パネル面積が設定面積以上で且つ外気温
度が設定温度以上である場合に有効とされることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１の発明によれば、太陽熱温水装置の集熱循環回路に、熱媒を循環させるための
循環ポンプと、熱媒の圧力を調整するためのアキュームタンクと、熱媒と貯湯タンクの湯
水との間で熱交換するための放熱熱交換器とを設け、前記放熱熱交換器において熱交換が
できない場合に前記循環ポンプの駆動を禁止する制御手段を設けたため、次の効果が得ら
れる。
【００１２】
　集熱パネルが高温の状態のときに熱媒を集熱循環回路に充填すべくアキュームタンクに
熱媒を注入する際に、放熱熱交換器において熱交換ができない場合には、前記制御手段が
循環ポンプの駆動を禁止するため、熱媒が集熱パネルに充填されないので、沸騰した熱媒
がアキュームタンクから噴出するのを確実に防止することができ、熱媒充填作業の安全性
を高めることができる。
【００１３】
　請求項２の発明によれば、貯湯タンク内の保有水量が所定量以下、貯湯タンク内の湯温
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が所定温度以上、タンク側循環ポンプが駆動不能、の内の少なくとも１つの条件が成立し
た場合に、前記制御手段により循環ポンプの駆動を禁止して、集熱パネルへの熱媒の循環
を禁止し、沸騰した熱媒がアキュームタンクから噴出するのを確実に防止することができ
、熱媒充填作業の安全性を高めることができる。
【００１４】
　請求項３の発明によれば、前記制御手段による前記循環ポンプの駆動禁止は、試運転時
で且つ集熱パネル面積が設定面積以上で且つ外気温度が設定温度以上である場合に有効と
されるため、通常運転時における前記循環ポンプの駆動禁止を避けることができるうえ、
集熱パネル面積が設定面積未満の場合や、外気温度が設定温度未満の場合であって、沸騰
した熱媒がアキュームタンクから噴出する虞がない場合における前記循環ポンプの駆動禁
止を避けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施例１に係る太陽熱温水装置の全体構成を示す構成図である。
【図２】アキュームタンクに熱媒を注入する状態を示す説明図である。
【図３】実施例２に係る図１相当図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施する為の形態について実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１７】
　以下、本発明の実施例について、図１及び図２に基づいて説明する。
　図１に示すように、実施例１の太陽熱温水装置１は、集熱パネル２と、貯湯タンク３と
、集熱循環回路４と、アキュームタンク５と、リザーブタンク１３などを備えている。こ
の太陽熱温水装置１は、熱媒（例えば、プロピレングリコールを添加した不凍液）を循環
ポンプ７により集熱循環回路４内を矢印方向に循環させ、集熱パネル２で加熱された熱媒
により貯湯タンク３内に貯留された湯水を暖め、貯湯タンク３から湯水を供給可能に構成
されている。尚、前記プロピレングリコールを添加した不凍液の代りに、エチレングリコ
ールを添加した不凍液等も採用することができる。
【００１８】
　集熱パネル２は、建物の屋根上等の高所に設置されると共に太陽熱吸熱性の良好な材料
で構成され、集熱循環回路４内を循環する熱媒を太陽熱により加熱可能に形成されている
。
　貯湯タンク３は、ロックウール等の断熱材で被覆された円筒形の密閉タンクであり、そ
の内部に家庭の台所や風呂用の湯水を貯留可能に構成されている。
【００１９】
貯湯タンク３には、給水管８ａと、給湯管８ｂと、貯留水の温度を測定可能な複数の水温
センサ３ａ～３ｄが設けられ、その内部に後述する放熱熱交換器１０が収容されている。
貯湯タンク３には、異なる高さ位置に４つの水温センサ３ａ～３ｄが付設されており、こ
れら水温センサ３ａ～３ｄの検出信号から貯湯タンク３内の異なる高さの４位置の湯水の
温度と、異なる高さの４レベルの水位を検出することができる。水温センサ３ａ～３ｄの
検出信号は制御ユニット１１に出力される。給水管８ａは貯湯タンク３内へ給水するため
底部近傍位置に接続され、給湯管８ｂは加熱された湯を外部へ給湯するため頂部位置に接
続されている。
【００２０】
　集熱循環回路４は、集熱パネル２と貯湯タンク３内に配設された放熱熱交換器１０とに
亙って熱媒を循環させる為のものである。集熱循環回路４は、アキュームタンク５と、こ
のアキュームタンク５から集熱パネル２までの流路を形成する往回路部４ａと、集熱パネ
ル２内部に配設された集熱回路部４ｂと、集熱パネル２から放熱熱交換器１０までの流路
を形成する第１復回路部４ｃと、貯湯タンク３の内部に螺旋状に形成された放熱熱交換器
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１０と、放熱熱交換器１０からアキュームタンク５までの流路を形成する第２復回路部４
ｄとを備えている。往回路部４ａ、第１，第２復回路部４ｃ，４ｄは、銅製、ステンレス
製又は合成樹脂製の管材により構成されている。集熱回路部４ｂは銅製の管材により形成
されている。
【００２１】
　往回路部４ａの途中部には、熱媒を集熱回路部４ｂ側へ圧送可能な循環ポンプ７が設け
られ、集熱回路部４ｂの下流側位置には、集熱した熱媒の温度を測定可能な液温センサ９
ｂが設けられている。循環ポンプ７は制御ユニット１１によって駆動制御され、液温セン
サ９ｂは制御ユニット１１へ検出信号を出力している。
【００２２】
　アキュームタンク５は、金属製タンクからなり、内部に貯留された熱媒から空気を分離
する気液分離機能と膨張・収縮する熱媒の圧力を調整する圧力調整機能を有している。こ
のアキュームタンク５は、第２復回路部４ｄから還流した熱媒を往回路部４ａへ還流させ
且つ一部の熱媒を貯留可能に形成されている。
　アキュームタンク５の下方近傍位置には、大気に解放され且つ熱媒を貯留可能な合成樹
脂製のリザーブタンク１３が設置されている。アキュームタンク５とリザーブタンク１３
とは、連通管１４を介して連通されている。連通管１４は、一端がアキュームタンク５に
接続され、他端がリザーブタンク１３内の底部近傍位置に配置されている。
【００２３】
　アキュームタンク５の上部開口部５ａには、着脱可能な調圧弁１２が密閉状に装着され
ている。熱媒の膨張によりアキュームタンク５の内部圧力が高く、集熱循環回路４内の熱
媒が設定圧以上になると、調圧弁１２の第１弁部が開弁して熱媒がアキュームタンク５か
ら連通管１４を介してリザーブタンク１３へ移動する。また、集熱循環回路４内の熱媒が
所定の負圧になると、調圧弁１２の第２弁部が開弁して熱媒はリザーブタンク１３から連
通管１４を介してアキュームタンク５へ移動する。こうして、集熱循環回路４内の熱媒の
圧力を所定範囲となるように調整している。また、循環ポンプ７のサクション側に加圧状
態の熱媒を供給でき、循環ポンプ７の循環効率を高くすることができる。
【００２４】
　リザーブタンク１３には、貯留された熱媒の水位を検出する第１、第２液位センサ１５
，１６が設置され、第１、第２液位センサ１５，１６の検出信号は制御ユニット１１へ出
力されている。第１液位センサ１５の先端高さ位置は、上限液位に相当する位置に設定さ
れ、第２液位センサ１６の先端高さ位置は、下限液位に相当する位置に設定されている。
第２液位センサ１６の先端が連通管１４の他端よりも高い位置に設置されている。
【００２５】
　制御ユニット１１の操作盤１１ｐは、少なくとも、通常運転釦１１ａと、試運転釦１１
ｂを備え、制御ユニット１１は、後述するディップスイッチ１１ｃを備え、循環ポンプ７
、水温センサ３ａ～３ｄ、外気温センサ９ａ、液温センサ９ｂ、第１、第２水位センサ１
５，１６と電気的に接続されている。この制御ユニット１１は、マイクロコンピュータと
、センサやスイッチ類からの信号入力の為の入力インターフェイスと、循環ポンプ７の駆
動回路を含む出力インターフェイスなどを備えている。前記マイクロコンピュータには、
循環ポンプ７を駆動制御する制御プログラムやその他の制御プログラムが予め格納されて
いる。
【００２６】
　制御ユニット１１は、試運転時に、集熱循環回路４に熱媒を充填する際に、循環ポンプ
７を駆動又は駆動禁止したり、リザーブタンク１３に貯留された熱媒の液位（低水位、高
水位）を検出し、通常運転時に、水温センサ３ａ～３ｄと液温センサ９ｂとにより検出さ
れた温度差に基づき循環ポンプ７を駆動するように構成されている。
【００２７】
　次に、図１，図２に基づき、試運転時に、太陽熱温水装置１の集熱循環回路４へ熱媒を
充填する方法とこの充填時に制御ユニット１１が行う制御について説明する。
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　太陽熱温水装置１の新規設置や点検修理後には、集熱循環回路４内には熱媒が存在して
いないため、太陽熱温水装置１の運転に必要な熱媒を適正量充填する必要がある。
　この場合、図２に示すように、アキュームタンク５から調圧弁１２を取り外し、熱媒が
収容された熱媒容器１９をアキュームタンク５の上方に配置し、熱媒容器１９とアキュー
ムタンク５とを可撓性のホース１９ａにより連通した後、アキュームタンク５内へ熱媒を
注入する。
【００２８】
　この時点で、試運転釦１１ｂをオン操作すると、貯湯タンク３内の放熱熱交換器１０に
おいて熱交換できることを条件として、循環ポンプ７の回転駆動が許可され、アキューム
タンク５に供給された熱媒は、循環ポンプ７により圧送されて往回路部４ａ、集熱回路部
４ｂ、第１復回路部４ｃ、放熱熱交換器１０、第２復回路部４ｄ内の空気と順次置換され
、これら回路部内へ充填される。
【００２９】
　アキュームタンク５内の熱媒の液位は、熱媒容器１９から供給された熱媒と還流した熱
媒により上昇し、上部開口部５ａに達したとき、熱媒はアキュームタンク５から連通管１
４を介してリザーブタンク１３内へ移動する。
　熱媒容器１９から熱媒の注入を継続することにより、リザーブタンク１３内の熱媒の液
位が第２液位センサ１６の先端高さ位置に達したとき、制御ユニット１１がリザーブタン
ク１３内の熱媒充填完了をランプ等で報知する。その報知があったとき、熱媒容器１９か
らの熱媒の注入を停止する。
【００３０】
　一方、試運転釦１１ｂをオン操作したとき、貯湯タンク３内の放熱熱交換器１０におい
て実質的に熱交換できない場合には制御ユニット１１（制御手段に相当する）は循環ポン
プ７の駆動を禁止する。
　即ち、集熱パネル２が高温の状態になっている場合には、熱媒が集熱パネル２に充填さ
れた際に熱媒が沸騰して、その沸騰した熱媒がアキュームタンク５の上部開口部５ａ又は
熱媒容器１９から外部へ噴出する虞があるため、その熱媒の噴出を防止するためである。
【００３１】
　前記放熱熱交換器１０において実質的に熱交換できない場合とは、次の（１）、（２）
のうちの少なくとも１つの条件が成立した場合である。
（１）貯湯タンク３内の保有水量が所定量以下であること。
　この所定量は例えば水温センサ３ｂを取り付けた位置までの貯留水量であって、この水
位は水温センサ３ａ～３ｄの検出信号に基づいて判定することができる。即ち、貯湯タン
ク３内の保有水量が所定量以下である場合には、放熱熱交換器１０において実質的に熱交
換できないため、沸騰した熱媒が噴出する可能性があるからである。
【００３２】
（２）貯湯タンク３内の湯温が所定温度以上であること。
　この貯湯タンク３内の湯温としては例えば最下位置の水温センサ１０ａで検出される水
温が採用される。但し、水温センサ３ａ～３ｄで検出される水温の平均値を採用してもよ
い。前記所定温度は例えば４０℃である。即ち、貯湯タンク３内の湯温が所定温度以上で
ある場合には、熱媒が放熱熱交換器１０を通過する短時間の間に放熱熱交換器１０におい
て実質的に熱交換できないため、沸騰した熱媒が噴出する可能性があるからである。
【００３３】
　上記の制御ユニット１１は、試運転時で且つ集熱パネル２の面積が設定面積以上で且つ
外気温が設定温度以上であることを条件として、前記の循環ポンプ７の駆動を禁止するポ
ンプ駆動禁止制御を有効とするように制御を行う。
　試運転時とは、試運転釦１１ｂがオンされて試運転モードになっている場合である。
　通常運転時には、アキュームタンク５の調圧弁１２が装着状態になっているため、沸騰
した熱媒が噴出する虞がないからである。
【００３４】
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　集熱パネル２の面積が設定面積（例えば４ｍ２）以上である場合にのみ、前記ディップ
スイッチ１１ｃが予めオン状態に設定されるため、制御ユニット１１はディップスイッチ
１１ｃの信号から集熱パネル面積が設定面積以上であることを判断することができる。
　即ち、集熱パネル２の面積が設定面積未満である場合及び外気温が低い場合には、集熱
パネル２の集熱能力があまり高くないため、熱媒の沸騰の虞が低いからである。前記外気
温は外気温センサ９ａで検出されて制御ユニット１１に入力されており、前記設定温度は
例えば２８℃である。
【００３５】
　次に、以上説明した太陽熱温水装置１の本願特有の作用効果について説明する。
　太陽熱温水装置１は、集熱パネル２と、貯湯タンク３と、集熱パネル２と貯湯タンク３
とに亙って熱媒を循環させる集熱循環回路４とを備え、その集熱循環回路４に、熱媒を循
環させるための循環ポンプ７と、熱媒の圧力を調整するためのアキュームタンク５と、熱
媒と貯湯タンク３の湯水との間で熱交換するための放熱熱交換器１０とを設け、制御ユニ
ット１１により、放熱熱交換器１０において実質的に熱交換ができない場合に循環ポンプ
７の駆動を禁止するように構成したので、次の作用効果が得られる。
【００３６】
　集熱パネル２が高温の過熱状態のときに熱媒を集熱循環回路４に充填すべくアキューム
タンク５に熱媒を注入する際に、放熱熱交換器１０において実質的に熱交換ができず、熱
媒の温度を低下させられない場合には、制御ユニット１１が循環ポンプ７の駆動を禁止す
るため、熱媒が集熱パネル２に充填されないので、沸騰した熱媒がアキュームタンク５か
ら噴出するのを確実に防止することができ、熱媒充填作業の安全性を高めることができる
。
【００３７】
　しかも、貯湯タンク３内の保有水量が所定量以下、貯湯タンク３内の湯温が所定温度以
上、のうちの少なくとも１つの条件が成立した場合に、制御ユニット１１により循環ポン
プ７の駆動を禁止して、集熱パネル２への熱媒の循環を禁止し、沸騰した熱媒がアキュー
ムタンク５から噴出するのを確実に防止することができ、熱媒充填作業の安全性を高める
ことができる。
【００３８】
　前記制御ユニット１１による循環ポンプ７の駆動禁止は、試運転時で且つ集熱パネル２
のパネル面積が設定面積以上で且つ外気温度が設定温度以上である場合に有効とされるた
め、通常運転時における循環ポンプ７の駆動禁止を避けることができるうえ、集熱パネル
２のパネル面積が設定面積未満の場合や、外気温度が設定温度未満の場合であって、沸騰
した熱媒がアキュームタンク５から噴出する虞がない場合における循環ポンプ７の駆動禁
止を避けることができる。
【００３９】
　しかも、集熱パネル２のパネル面積が設定面積以上である場合には、それを制御ユニッ
ト１１のディップスイッチ１１ｃに設定するように構成したため、種々のパネル面積の集
熱パネル２を装備した太陽熱温水装置１に、共通の制御ユニット１１を採用することがで
きるから、制御ユニット１１の汎用性を維持することができる。
 
【実施例２】
【００４０】
　次に、前記太陽熱温水装置１を部分的に変更した太陽熱温水装置１Ａについて説明する
。但し、前記太陽熱温水装置１の構成要素と同じものに同じ符号を付して説明を省略し、
異なる構成についてのみ説明する。
【００４１】
　図３に示すように、この太陽熱温水装置１Ａにおいては、前記放熱熱交換器１０の代わ
りに、貯湯タンク３の外部に配設した放熱熱交換器１０Ａが設けられ、貯湯タンク３の底
部に一端が接続された往側回路１７ａの他端が放熱熱交換器１０Ａのケース底部に接続さ
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れ、放熱熱交換器１０Ａのケース頂部に一端が接続された復側回路１７ｂの他端が貯湯タ
ンク３の頂部に接続されている。
【００４２】
　前記往側回路１７ａにはタンク側循環ポンプ１８が付設され、貯湯タンク３の底部の湯
水をタンク側循環ポンプ１８により放熱熱交換器１０Ａへ圧送し、放熱熱交換器１０Ａで
加熱してから貯湯タンク３の頂部に戻すように構成されている。
第１復回路部４ｃは放熱熱交換器１０Ａ内の放熱回路部４ｅの下端部に接続され、この放
熱回路部４ｅの上端部は第２復回路部４ｆを介してアキュームタンク５に接続されている
。尚、タンク側循環ポンプ１８は制御ユニット１１Ａによって駆動制御される。
【００４３】
　この太陽熱温水装置１Ａにおいて、試運転時に、集熱循環回路４に熱媒を充填する際に
、試運転釦１１ｂをオン操作したとき、貯湯タンク３側の放熱熱交換器１０Ａにおいて実
質的に熱交換できない場合には、前記実施例１の太陽熱温水装置１と同様に、制御ユニッ
ト１１Ａ（制御手段に相当する）は循環ポンプ７の駆動を禁止する。
【００４４】
　前記放熱熱交換器１０Ａにおいて実質的に熱交換できない場合とは、次の（１）～（３
）のうちの少なくとも１つの条件が成立した場合である。
（１）貯湯タンク３内の保有水量が所定量以下であること。
（２）貯湯タンク３内の湯温が所定温度以上であること。
（３）何らかの故障等により前記タンク側循環ポンプ１８が駆動不能であること。
　尚、前記のポンプ駆動禁止制御を有効化する条件については実施例１と同様であるので
、説明を省略する。
　この太陽熱温水装置１Ａも前記太陽熱温水装置１と同様の作用効果を奏する。
【００４５】
　前記実施例１，２を部分的に変更する例について説明する。
（１）前記段落［００３１］に記載した貯湯タンクの保有水量に関して、水温センサ３は
一例であり、水温センサ３ａ，３ｃ，３ｄの何れかのレベルまでの貯留水量を前記所定量
としてもよい。尚、貯湯タンク３への水張り完了をトリガーとして貯湯タンク３に前記所
定量の湯水が貯留されているものとしてもよい。貯湯タンク３に水位センサを設け、その
水位センサで検出する水位でもって前記所定量を検出するように構成してもよい。
【００４６】
（２）段落［００３２］に記載した所定温度４０℃は一例であり、４０～６０℃の範囲か
ら適当な温度を採用してもよい。段落［００３４］に記載した「例えば４ｍ２　」も一例
でありこの値に限るものではなく、同様に、「例えば２８℃」も一例でありこの値に限る
ものではない。
【００４７】
（３）集熱パネル２は、太陽電池パネルと一体化した構成の集熱パネルとして構成される
場合もある。
（４）太陽熱温水装置１，１Ａに、集熱パネル２の集熱能力が低く、貯湯タンク３内の湯
水の温度が低い場合に、給湯する湯水を加熱するガス燃焼式の補助熱源機を装備する場合
もある。
【符号の説明】
【００４８】
１　　　　　　　太陽熱温水装置
２　　　　　　　集熱パネル
３　　　　　　　貯湯タンク
４　　　　　　　集熱循環回路
５　　　　　　　アキュームタンク
７　　　　　　　循環ポンプ
１０，１０Ａ　　放熱熱交換器
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１１，１１Ａ　　制御ユニット（制御手段）
１８　　　　　　タンク側循環ポンプ
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